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第１章　後期基本計画のあらまし

１　後期基本計画について 

　「序章」で述べた通り、「後期基本計画」では、南大隅町第２次総合振興計画の計画期間
10ヵ年のうち、後半の５ヵ年、2020（令和２）年度から2024（令和６）年度を計画期間とし
ます。
　ここでは、基本構想に示された計画の目標・理念と、施策の大綱を踏まえ、５ヵ年で実施
していく具体的施策の内容を明らかにしています。

【「前期基本計画」と「後期基本計画」】
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２　後期基本計画の体系図 
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